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●
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
が
高
校
生
ま
で
拡
充
さ
れ
ま
す　
　

　 
大
崎
町
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

現
在
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
未
就
学
児
を
対
象
に
、
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
の
自
己
負
担
の
支
払
い
を
無
く
す
た
め
の
現
物
支
給
の
措
置
が
取

ら
れ
て
い
る
が
、
令
和
３
年
４
月
か
ら
、
そ
の
対
象
を
高
校
生
ま
で
拡
充

す
る
も
の
で
す
。

● 
幼
児
教
育
保
育
の
無
償
化
に
関
し
国
の
基
準
を
一
年
間
適
用
し
ま
す

大
崎
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
令
和
元
年
10

月
か
ら
開
始
さ
れ
た
幼
児

教
育
保
育
の
無
償
化
等
に
関
し
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
市

町
村
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
国
の
基
準
を
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
基
準
と
す
る
も
の
で
す
。
（
一
年
間
の
経
過
措
置
期
間
）

● 
通
知
カ
ー
ド
廃
止
等
に
伴
い
交
付
手
数
料
を
見
直
し
ま
す　

大
崎
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　

デ
ジ
タ
ル
手
続
法
（
通
称
）
が
施
行
さ
れ
、
住
民
基
本
台
帳
法
及
び
番

号
利
用
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
住
民
票
の
除
票
、
戸
籍

附
票
の
除
票
の
制
度
化
及
び
通
知
カ
ー
ド
廃
止
に
伴
う
交
付
手
数
料
等
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
本
町
の
住
民
か
ら
の
公

費
の
援
助
又
は
扶
助
、
生
活
保
護
法
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
の
請

求
に
対
す
る
手
数
料
の
免
除
に
つ
い
て
も
明
確
化
す
る
も
の
で
す
。

● 

旧
大
崎
第
一
中
学
校
の
一
部
施
設
を
活
用
し
た
農
業
用
ポ
リ
フ
ィ

ル
ム
の
再
資
源
化
事
業
の
新
た
な
譲
渡
先
が
見
つ
か
り
ま
し
た

町
有
財
産
（
建
物
）
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て

　

農
業
用
ポ
リ
フ
ィ
ル
ム
の
再
資
源
化
事
業
を
行
う
た
め
、
松
本
商
会
株

式
会
社
に
無
償
で
貸
し
付
け
て
い
た
旧
大
崎
第
一
中
学
校
の
屋
内
運
動
場

及
び
武
道
館
に
つ
い
て
、
新
た
な
事
業
譲
渡
先
と
な
る
カ
ラ
ル
株
式
会
社

と
の
間
で
建
物
の
貸
し
付
け
契
約
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
名
の
欠
員
が
生
じ
て
い
た
農
業
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
、
同
意
を
求

め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
会
議
に
お
い
て
無
記
名
投
票
を
行
い
、
左
記
の

方
を
農
業
委
員
会
委
員
と
し
て
同
意
し
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
議
会
は

適
任
で
あ
る
と
町
長
に
答
申
し
ま
し
た
。
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※
年
齢
は
令
和
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年
10

月
１
日
現
在
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